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熊本市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程（平成２０年議会規程第１号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

第１条～第６条 略  第１条～第６条 略   

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）  

通則 略 通則 略  

使途基準表 使途基準表  

科目 内容 細目 例示 可

否 

備考 

調査

研究

費 

議員又は

会派が行

う市の事

務、地方行

財政等に

関する調

査、研究及

び意見交

換等に要

する経費 

旅費 

交通費 

調査委

託費 

調査補

助者等

への謝

礼等 

国内調

査費 

○ ・実費を原則とする。 

・宿泊料の額は、16,500円を上限と

する。ただし、身体上の理由等特別

の事情により同額以下での宿泊がで

きない場合はこの限りではない。 

・現地交通通信費等は、1日当たり3,

300円を上限とする。 

・議長が別に定める額の範囲内で往

復航空賃又は往復鉄道賃と宿泊施設

利用料を組み合わせた企画旅行（以

下「パック旅行」という。）を利用

することができる。 

 

 

国外調

査費 

○ ・実費を原則とするものの、熊本市職

員等の旅費支給に関する条例（昭和3

3年条例第22号）によることができる。

科目 内容 細目 例示 可

否 

備考 

調査

研究

費 

議員又は

会派が行

う市の事

務、地方行

財政等に

関する調

査、研究及

び意見交

換等に要

する経費 

旅費 

交通費 

調査委

託費 

調査補

助者等

への謝

礼等 

国内調

査費 

○ ・実費を原則とするものの、熊本市議

会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例（昭和25年告示第3

2号）第6条第2項及び熊本市職員等の

旅費支給に関する条例（昭和33年条例

第22号）別表第1によるほか、平成14

年3月26日付け人事発第165号及び平

成20年7月15日付け人事発第454号に

よることができる。 

・宿泊料の額は、熊本市職員等の旅費

支給に関する条例別表第1中に規定す

る1号区分相当額を上限とする。 

（※議会活性化検討会における申し

合わせ事項有り） 

国外調

査費 

○ ・実費を原則とするものの、熊本市職

員等の旅費支給に関する条例による

ことができる。ただし、旅券交付手数

 

 

・記載内容を

分かりやすく

するためのも

の(取り決めの

内容は変わら

ない)。 

・「議長が別

に定める額」

＝総務局が

定めるパッ

ク利用可能

上限額（手引

きで明記。） 
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ただし、旅券交付手数料は除く。 

・調査する場合は議会運営委員会の事

前報告事項とする。 

・国外調査が終了したときは、議長に

対し、政務活動費の運用に関する申し

合わせに基づき、調査終了後2ヵ月以

内に報告書を提出するものとする。 

【略】   

車燃料

代 

○ ・実費を原則とするが、燃料使用金額

の2分の1を上限とし、又は月間走行

距離の2分の1とするいずれかの方法

によることができる。 

・月間走行距離によった場合は、当該

距離を明確にできるものを作成する。

なお、キロメートル単価については、

熊本市職員等の旅費支給に関する条

例により算定する。 

【略】   

意見交

換等で

の茶菓

子代 

○ 相手方への手土産等の提供について

は、政務活動費からの支出は不可とす

る。 

【略】   

研修

費 

議員又は

会派が研

修会、講演

会等を開

会場費 

機材借

上料 

講師謝

【略】   

交通

費、宿

泊費等

○ ・実費を原則とする。 

・宿泊料の額は、16,500円を上限とす

る。ただし、身体上の理由等特別の事

料は除く。 

・調査する場合は議会運営委員会の事

前報告事項とする。 

・国外調査が終了したときは、議長に

対し、政務活動費の運用に関する申し

合わせに基づき、調査終了後2ヵ月以

内に報告書を提出するものとする。 

【略】   

車燃料

代 

○ 実費を原則とするが、燃料使用金額の

2分の1を上限とし、又は月間走行距離

の2分の1とするいずれかの方法によ

ることができる。 

月間走行距離によった場合は、当該距

離を明確にできるものを作成する。な

お、キロメートル単価については、熊

本市職員等の旅費支給に関する条例

により算定する。 

【略】   

意見交

換等で

の茶菓

子代 

○ 相手方への提供については、政務活動

費からの支出は不可とする。 

【略】   

研修

費 

議員又は

会派が研

修会、講演

会等を開

会場費 

機材借

上料 

講師謝

【略】   

交通

費、宿

泊費等

○ ・実費を原則とするものの、熊本市議

会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例第6条第2項及び熊

 

 

 

 

 

 

 

 

・箇条書きの

行頭文字「・」

を追加したも

の。 
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催するた

め又は他

の団体等

が開催す

る研修会、

講演会等

に参加す

るために

要する経

費 

礼 

会費 

交通

費、宿

泊費等

の旅費 

の旅費 情により同額以下での宿泊ができな

い場合はこの限りではない。 

・現地交通通信費等は、1日当たり3,

300円を上限とする。 

・議長が別に定める額の範囲内でパッ

ク旅行を利用することができる。 

 

 

 

 

【略】   

資料

作成

費 

政務活動

のために

必要な資

料の作成

に要する

経費 

印刷製

本代 

翻訳料 

事務機

器購入 

事務機

器リー

ス等 

事務所

及び議

員控室

の事務

機器等

（パソ

コン、

コピー

機、デ

ジタル

カメ

ラ、FA

X等）の

購入 

○ 事務機器等設置台数の目安 

事務所設置分・・・デスクトップパソ

コン2台、ノートパソコン1台、コピー

機等1台 

事務所

及び議

○ 事務機器等設置台数の目安 

事務所設置分・・・デスクトップパソ

催するた

め又は他

の団体等

が開催す

る研修会、

講演会等

に参加す

るために

要する経

費 

礼 

会費 

交通

費、宿

泊費等

の旅費 

の旅費 本市職員等の旅費支給に関する条例

別表第1によるほか、平成14年3月26日

付け人事発第165号及び平成20年7月1

5日付け人事発第454号によることが

できる。 

・宿泊料の額は、熊本市職員等の旅費

支給に関する条例別表第1中に規定す

る1号区分相当額を上限とする。 

(※議会活性化検討会における申し合

わせ事項有り) 

【略】   

資料

作成

費 

政務活動

のために

必要な資

料の作成

に要する

経費 

印刷製

本代 

翻訳料 

事務機

器購入 

事務機

器リー

ス等 

事務所

及び議

員控室

の事務

機器等

（パソ

コン、

コピー

機、デ

ジタル

カメ

ラ、FA

X等）の

購入 

○ 事務機器等設置台数の目安 

例） 

事務所設置分・・・デスクトップパソ

コン2台、ノートパソコン1台、コピー

機等1台 

事務所

及び議

○ 事務機器等設置台数の目安 

例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/8 

員控室

の事務

機器等

(パソコ

ン、コ

ピー

機、デ

ジタル

カメ

ラ、FA

X等)の

リース 

コン2台、ノートパソコン1台、コピー

機等1台 

【略】      

広聴

費 

議員又は

会派が市、

議員及び

会派の政

策等に対

する市民

からの要

望及び意

見を聴取

するため

の会議等

に要する

経費 

会場費 

印刷費 

設営費 

茶菓子

代等 

アンケ

ート委

託料 

アンケ

ート送

料等 

広聴会

等の開

催経費

（会場

費、印

刷費、

設営

費、人

件費、

茶菓子

代、交

通費、

駐車場

代等） 

○ 【削る】 

員控室

の事務

機器等

(パソコ

ン、コ

ピー

機、デ

ジタル

カメ

ラ、FA

X等)の

リース 

事務所設置分・・・デスクトップパソ

コン2台、ノートパソコン1台、コピー

機等1台 

【略】      

広聴

費 

議員又は

会派が市、

議員及び

会派の政

策等に対

する市民

からの要

望及び意

見を聴取

するため

の会議等

に要する

経費 

会場費 

印刷費 

設営費 

茶菓子

代等 

アンケ

ート委

託料 

アンケ

ート送

料等 

広聴会

等の開

催経費

（会場

費、印

刷費、

設営

費、人

件費、

茶菓子

代、交

通費、

駐車場

代等） 

○ 人件費は、市役所臨時職員の単価を基

準とする。 
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【略】   

【略】      

人件

費 

政務活動

を補助す

る職員を

雇用する

経費 

給料 

手当 

賃金等 

議員の

政務活

動のた

めの事

務所の

事務補

助職員 

○ ・雇用契約を締結すること。ただし、

親族の雇用は、3親等までは認めな

い。また、政務活動費の対象は、2人

までとする。 

【削る】 

 

 

 

・他の活動の事務を兼ねた場合は、通

則による。 

【略】   

事務補

助の短

期雇用 

○ 雇用契約で、雇用目的と期間を、明確

にすること。 

 

 

 

【略】      

要

請・陳

情活

動費 

議員又は

会派が要

請、陳情活

動を行う

ために要

する経費 

資料印

刷費 

文書通

信費 

交通費 

宿泊費

等 

国及び

地方公

共団体

への要

請、陳

情活動

に要す

る経費 

○ ・実費を原則とする。 

・宿泊料の額は、16,500円を上限とす

る。ただし、身体上の理由等特別の事

情により同額以下での宿泊ができな

い場合はこの限りではない。 

・現地交通通信費等は、1日当たり3,

300円を上限とする。 

・議長が別に定める額の範囲内でパッ

【略】   

【略】      

人件

費 

政務活動

を補助す

る職員を

雇用する

経費 

給料 

手当 

賃金等 

議員の

政務活

動のた

めの事

務所の

事務補

助職員 

○ ・雇用契約を締結すること。ただし、

親族の雇用は、3親等までは認めない。

また、政務活動費の対象は、2人まで

とする。 

・賃金額は、市役所臨時職員の単価を

基準とし、賃金に係る税金について

は、給与支払報告書（市町村提出用）

を発行する。 

・他の活動の事務を兼ねた場合は、通

則による。 

【略】   

事務補

助の短

期雇用 

○ 雇用契約で、雇用目的と期間を、明確

にすること。賃金等は、市役所臨時職

員の単価を基準とし、賃金に係る税金

については、給与支払報告書（市町村

提出用）を発行する。 

【略】      

要

請・陳

情活

動費 

議員又は

会派が要

請、陳情活

動を行う

ために要

する経費 

資料印

刷費 

文書通

信費 

交通費 

宿泊費

等 

国及び

地方公

共団体

への要

請、陳

情活動

に要す

る経費 

○ ・実費を原則とするものの、熊本市議

会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例第6条第2項及び熊

本市職員等の旅費支給に関する条例

別表第1によるほか、平成14年3月26日

付け人事発第165号及び平成20年7月1

5日付け人事発第454号によることが

できる。 
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衆議院

議員、

参議院

議員及

び地方

公共団

体の議

会の議

員への

要請、

陳情活

動に要

する経

費 

○ ク旅行を利用することができる。 

政党そ

の他の

各種団

体等へ

の要

請、陳

情活動

に要す

る経費 

○ 

 

衆議院

議員、

参議院

議員及

び地方

公共団

体の議

会の議

員への

要請、

陳情活

動に要

する経

費 

○ ・宿泊料の額は、熊本市職員等の旅費

支給に関する条例別表第1中に規定す

る1号区分相当額を上限とする。 

(※議会活性化検討会における申し合

わせ事項有り) 

政党そ

の他の

各種団

体等へ

の要

請、陳

情活動

に要す

る経費 

○ 
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様式第１号～第２号 （略） 

 

様式第３号(第５条関係)                 [議員用] 

出 張 記 録 書 

     議員名             

起案日    年  月  日 

（略） 

期 間 

       年  月  日 ～   月  日（  泊  日） 

 

（略） 

 

様式第３号(第５条関係)                 [会派用] 

出 張 記 録 書 

  会派名                

経理責任者名            

起案日    年  月  日 

（略） 

期 間 

       年  月  日 ～   月  日（  泊  日） 

（略） 
 

 

様式第１号～第２号 （略） 

 

様式第３号(第５条関係)                   [議員用] 

出 張 記 録 書 

      議員名            

起案日    年  月  日 

（略） 

期 間 

          年  月  日 ～   月  日（  泊  

日） 

（略） 

 

様式第３号(第５条関係)                   [会派用] 

出 張 記 録 書 

 会派名                

経理責任者名            

起案日    年  月  日 

（略） 

期 間 

          年  月  日 ～   月  日（  泊  

日） 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・「期間」欄

の体裁を整

えるもの。 
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様式第４号 （略） 

 

様式第５号（第５条関係） [議員用]  （略） 

 

様式第５号(第５条関係)                 [会派用] 

支 払 証 明 書 

（略）  

上記のとおり支払したことを証明します。 

     年   月   日 

会派名 

                  経理責任者名  
 

様式第４号 （略） 

 

様式第５号（第５条関係） [議員用]  （略） 

 

様式第５号(第５条関係)                 [会派用] 

支 払 証 明 書 

（略）  

上記のとおり支払したことを証明します。 

     年   月   日 

議員名 

                    
 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


